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 2022 年 1 月 11 日、ベトナムの国会は、一連の改正(以下「改正法」という。)を可決した。2022 年 3 月 1 日施行の改正法により、

企業法、投資法、住宅法、特別消費税法、入札法、電気法、公共投資法、官民連携パートナーシップによる投資に関する法律(以

下「PPP 法」という。)及び民事執行法が改正された。 

 

 本ニューズレターでは改正内容の概要を説明する。 

 

1. 企業法 
 

• 株主総会における定足数の計算方法 

 

 改正前の企業法では、取締役及び監査役の選任に関する投票以外の事項は、出席株主の議決権総数の過半数又は 65%

以上の賛成により可決される旨規定されている。この点、改正法においては、出席し、「かつ、議決権を行使した」株主の票の

みが定足数に含まれることとなった。 

 

 この改正は、出席した株主が株主総会の終了前に退出した場合、又は票(棄権票さえも)を投じなかった場合における定足

数の計算方法につき対処するものである。改正法により、そのような株主の議決権は、株主総会の決議を可決するに当たっ

て考慮に入れないことが明確になった。 

 

• 社員総会及び取締役会の議事録を有効とするために必要な署名 

 

 改正前の企業法では、社員総会及び取締役会の議事録につき、それぞれ議長及び書記が署名することが、当該議事録が

有効であるための要件であった。ただし、議長及び書記が署名を拒否した場合でも、社員総会又は取締役会の他の全ての

出席者が議事録に署名した場合には、議事録は有効とされていた。この規定は、議長又は書記による権限の濫用を防止す

る上で有効であったが、社員総会又は取締役会で決議に反対票を投じた出席者が議事録への署名を拒否することによって

議事録を無効にすることができ、その結果、決議の効力に重大な障害を及ぼすことが考えられた。 

 

 この状況に対処するため、改正法では、議長又は書記が議事録への署名を拒否した場合、社員総会・取締役会の出席者

のうち、議事録を承認した者全員の署名があれば、議事録が有効であると規定している。 

 

• 二名以上有限会社の出資者の権利義務にかかる規定の明確化 

 

 改正前の企業法では、二名以上有限会社の重要な権利及び義務(二名以上有限会社の解散又は破産時に、出資資本を

売却又は贈与する権利、配当金を受領する権利、残余財産を受領する権利、及び出資金の全額を適時に支払う義務を含

む。)は、社員総会の社員に付与されていた。社員総会の社員は法人である出資者の委任代表者が務める場合があるため、

企業法上、二名以上有限会社の社員である法人出資者自身ではなく、その委任代表者（出資者が法人の場合に会社所有者
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としての権利を行使し、義務を履行する者）が前述の権利及び義務を有するように見え、混乱を招くものであった。 

 

 この懸念に対処するため、改正法においては、上記二名以上有限会社の重要な権利及び義務は、二名以上有限会社の委

任代表者ではなく、法人である出資者自身に付与される旨がその条項のタイトルにおいて明確化された。 

 

• 国営企業の中間財務諸表 

 

 改正法のもとでは、国営企業は中間財務諸表の監査を受ける義務を免除される。当該義務は、国営企業の管理に関する

他の規則と整合していなかったところ、当該義務の免除により、規則間の不整合が解消され、かつ監査に対応する不必要な

負担が軽減されるものと考えられる。 

 

• 国防・安全保障企業(以下「DSE」という。)の再定義 

 

 政府によれば、国防省から割り当てられた国防・安全保障上の任務を遂行する企業は約 20 社あるが、企業法上、DSE は

国営企業(国家が「直接的に」所有する企業)でなければならないことから、国家が国防・安全保障上の任務を遂行する企業を

「間接的に」所有している場合については、当該企業は、これまで法律上のインセンティブを受けることはできなかった。 

 

 国防・安全保障上の任務を遂行する企業に対し、土地の賃借料の免除等のインセンティブを与えるために、改正法は DSE

の定義を拡大し、国が全額出資する国営企業の子会社も含まれることとなった。 

 

2. 投資法 
 

• 原則承認(in-principle approval)を付与する省レベルの当局の権限の拡大 

 

 改正法は、原則承認の付与にかかる省レベルの当局の権限を次のとおり拡大する。 

 

(i) 市街地における住宅の建設について、省レベルの当局は、土地利用規模が 300 ヘクタール未満又は人口規模が

50,000 人未満の事業(従前の基準である 50 ヘクタール未満又は 10,000 人未満から引き上げられた。)の原則承認

を付与することができる。上記の基準よりも大きな規模の市街地における住宅の建築に関する投資事業について

は、首相が原則承認を付与する単独の権限を有する。 

 

(ii) 遺跡の保護の範囲に属する投資事業について、省レベルの当局は、一定の国有遺産地区に所在する事業又は特

定の制限開発区域内若しくはより広範な特別分類の市街地内にある特定の歴史的な市街地の区域内に所在する

事業(当該事業の都市計画に基づき決定される。)に対して原則承認を付与することができる。他の全ての国有遺産

地区又は世界遺産地区に所在する事業については、首相が原則承認を付与する単独の権限を有する。 

 

• 新たな条件付投資分野 

 

 改正法において、サイバーセキュリティ関連商品・サービスの取引(サイバー情報セキュリティ及び民間の暗号技術に関す

る商品・サービスの取引を除く。)が条件付投資分野リストに追加された。 

 

 サイバーセキュリティ関連の商品やサービスを取り巻くリスクの増大に対処するため、サイバーセキュリティ関連の商品や

サービスの取引条件について、政府が具体的な規則を定めることができるようになった。 
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3. 住宅法 
 

• 住宅事業の開発要件 

 

 改正法により、次のことが明確となった。(i)商業用住宅事業は、宅地において、又は開発者の適法な使用権に基づき、国が

土地の利用目的を宅地に転換することを認める他の種類の土地（非宅地）と宅地が組み合わさった土地においても、開発す

ることができる。(ii)後者の土地で商業用住宅事業の開発が行われる場合、非宅地の宅地への転換は、原則承認及び投資承

認(investor approval)を得た後でなければならない。 

 

 議会は、残念なことに、大いに期待されていた、非宅地のみを利用した住宅事業の開発を認める法律の改正案については

否決した。当該改正により、非宅地の蓄積が進み、国の土地利用方針にマイナスの影響を与える可能性があることがその主

な懸念点である。 

 

4. 特別消費税法 
 

• 電池式電気自動車に対する特別消費税の優遇税率 

 

 電池式電気自動車の国内外市場の発展を促進するため、改正法に基づき、電池式電気自動車に関して特別消費税の優

遇措置が提供される。これに伴い、2027 年 2 月 28 日までの間、電池式電気乗用車については、座席数に応じて 1％から 3％

の優遇税率が適用され、その後、税率は 4～11％に引き上げられる。貨物自動車については、2027年 2月 28日までは 2％、

それ以降は 7％の優遇税率が適用される。 

 

5. 官民連携パートナーシップによる投資に関する法律 
 

• 政府開発援助(ODA)による融資及び外国スポンサーからの優先的融資により資金供与を受ける官民連携パートナーシップ

による投資事業(以下「外資借入 PPP 事業」という。)の投資にかかる原則承認を付与する権限 

 

 PPP 法に基づき、すべての外資借入 PPP 事業は、首相より、投資についての仮承認を取得しなけなければならない。改正

法は、この首相の権限の一部を下位機関に移すものである。具体的には、改正法の下では、公共投資法及びその下位規則

に基づき、総投資額が「グループ A」事業と同等の外資借入 PPP 事業のみ、首相の承認を要する。 

 

 当該改正の結果、残りの外資借入 PPP 事業(「グループ B」や「グループ C」事業等)については、下位機関(大臣、中央当局

その他の当局の長、省の人民評議会等)が投資にかかる仮承認を付与できることとなり、これらの事業の承認プロセスは加

速し、よりシンプルなものとなることが予想される。 

 

6. 電気法 

 
• 民間経済セクターは、自ら出資し、建設した送電網を運用することが認められる。 

 

 国の電力系統による送電は、国の独占的な事業であるが、改正法により、民間経済セクターの投資家は、自ら出資し、建

設した送電網を運用することができるようになった。 

 

 この改正により、2020 年 2 月 11 日付決議 55-NQ/TW 号に基づき送電事業が国有化された後に、PPP 法に沿って送電網

への投資と開発を誘致するために必要な法的な道筋が付けられた。 

 

 上記方針の透明性及び執行可能性を確保するため、改正法では、(i)全ての技術的条件及び基準が満たされることを条件

に、いかなる経済セクターの投資家であれ、当該条件を満たした投資家が出資し建設した送電網に接続する権利を、国家の
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送電担当機関に付与するとともに、(ii)当該機関が投資し、建設した送電網に、電力及びその生産・送電に関連する活動に従

事する組織及び個人が接続する権利を確保する義務を当該機関に課すものである。 

 

 

 
  

当事務所では、クライアントの皆様のビジネスニーズに即応すべく、弁護士等が各分野で時宜にかなったトピックを解説したニューズレターを執筆し、

随時発行しております。N&A ニューズレター購読をご希望の方は N&A ニューズレター 配信申込・変更フォームよりお手続きをお願いいたします。 

また、バックナンバーはこちらに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。 

 

本ニューズレターはリーガルアドバイスを目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護

士の適切なアドバイスを求めていただく必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所の

クライアントの見解ではありません。 
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